
令和8年6月1日現在
【文書料】 【予防接種】

一般用　診断書（簡単・一般） 1通 ¥2,200 インフルエンザワクチン 1回 ¥4,950

    〃　　診断書（複雑） 〃 ¥3,300 髄膜炎予防ワクチン（アクトヒブ） 〃 ¥8,882

    〃　　診断書（特に簡単） 〃 ¥1,100 日本脳炎ワクチン（ジェイビック） 〃 ¥7,375

    〃　　診断書（特に複雑） 〃 ¥5,500 破傷風トキソイド 〃 保険点数×10+税

生命保険　診断書 〃 ¥5,500 二種混合（破傷風・ジフテリア） 〃 ¥5,664

国民年金用　診断書 〃 ¥5,500 〃 ¥8,525

厚生年金用　診断書 〃 ¥5,500 麻疹・風疹混合ワクチン（ＭＲ） 〃 ¥10,512

自賠責用　診断書 水痘ワクチン 〃 ¥9,900

〃 ¥3,300 おたふくワクチン 〃 ¥6,600

   　〃　（６ヶ月以内）入院・外来 〃 ¥6,600 不活化ポリオワクチン 〃 ¥10,787

死　亡　診断書 〃 ¥2,200 ＢＣＧワクチン 〃 ¥9,809

証明書 〃 ¥1,100 肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス） 〃 ¥7,700

　（医療費に関する証明書等） ～\2,200 　　　〃　　　　   　（プレベナー） 〃 ¥12,243

身体障害者手帳交付診断書 〃 ¥3,080 四種混合ワクチン 〃 ¥13,853

カルテ開示に伴うコピー代 1枚 ¥10 狂犬病ワクチン（国産） 〃 ¥15,400

【食事の提供に係る費用】

選択食メニュー 1食 ¥50

微笑（ほほえみ）ディナー 1食 ¥550

（特別メニュー） 【保険外併用療養費】

※上記メニューについては希望により選択できます。 初診に係る選定療養費 1回 ¥2,200

特定入院料（180日以上入院） 1日 ¥3,091

【一般自費】 ◇心大血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 1単位 ¥2,255

新生児聴覚スクリーニング 1回 ¥6,000 1単位 ¥2,695

血液型検査 〃 保険点数×10+税 ◇廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） 〃 ¥1,980

妊婦検診 〃 ¥4,000 ◇運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 〃 ¥2,035

乳児検診 〃 ¥5,000 ◇呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 〃 ¥1,925

助産師外来 1回 ¥2,820

母親学級 〃 ¥1,000

両親学級 〃 ¥1,000

医師面談料 1回 ¥5,500 ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇ 1瓶 ¥398,850

セカンドオピニオン（要予約）        〃　　      2瓶 ¥797,700

（1時間以内） 1回 ¥7,700 エスポー皮下注 24000シリンジ 1筒 ¥11,770

セカンドオピニオン（要予約） ディナゲスト錠1ｍｇ 14mg ¥1,400

（以後1時間を超える毎に加算） 1回 ¥7,700        〃　　      28mg ¥2,800

       〃　　      42mg ¥4,200

付添寝具料 1日 ¥275 メソトレキセート点滴静注用50mg 1瓶 ¥3,390

付添ベッド料 〃 ¥110 メファキン錠「ヒサミツ」錠275mg 1週量 ¥190

（年齢と体重による） ～\760

【使用料】

個室　      一般Ａ（2室） 1日 ¥13,200 【その他】

　 〃　      一般Ｂ（16室） 〃 ¥8,800 診療情報明細書（会計窓口にて発行） ¥0

　 〃　       地ケＡ（1室） 〃 ¥7,700 自費（自由）診療

　 〃　       地ケＢ（7室） 〃 ¥5,500 自動車損害賠償責任保険 保険点数×15円

   〃　       回復Ａ（1室） 〃 ¥8,800 労働者災害補償保険 保険点数×11.5円

   〃　       回復Ｂ（2室） 〃 ¥7,700

   〃　       回復C（1室） 〃 ¥7,700

   〃　       回復Ｄ（11室） 〃 ¥5,500

※上記金額は税込価格となります ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院

   　〃　（３ヶ月以内)外来 

保険点数×10円+消費税

子宮頸がんワクチン
(ガーダシル)

三種混合（破傷風・ジフテリア・百日咳）

1回
（計3回実施）

〃 ¥16,694

◇脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

子宮頸がんワクチン
(シルガード9)

1回
（計3回実施）

〃 ¥33,000

※◇については、患者様の治療に対する意欲を高める必要があり1日の
上限単位数を超えて行う場合、及び疾患別リハビリの標準的算定日数を
超えて行う場合で、
①継続により改善が期待できる場合
②治療上有効と判断される場合に該当しない場合（維持期リハビリ）で
13単位/月を超えて行う場合に、患者様からの申し出により実施。


